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特 記 仕 様 書

第１章 総 則

１．本特記仕様書は，大崎市の発注する土木工事にかかる調査，測量並びに設計業務を受託したものが厳守し

なければならない事項を示すもので，これにより難い，これに記載のないものについては，宮城県土木部発行

の共通仕様書（建設関連業務）［設計業務，測量業務，地質・土質調査業務］（以下「土木部共通仕様書」と

いう。）及び同部発行の共通特記仕様書（建設関連業務）（以下「土木部共通特記仕様書」という。）並びに

土木設計業務等の電子納品運用に関するガイドライン（案）（以下「ガイドライン（案）という。」によるも

のとする。

第２章 共通事項

１．業務の実施にあたっては，作業を適正かつ円滑に施行するため，管理技術者は調査員と常に密接な連絡を

とり，連絡事項をその都度記録し，打ち合わせの際に確認するものとする。

２．業務の参考となる基礎資料，成果物等を貸与することができるが，発注者の承諾を得てから貸与品借用書

を提出するものとする。

３．受託者は，屋外で行う作業を実施するため，第三者（国有地，公有地又は私有地）の土地に立ち入る場合

は，あらかじめ身分証明書交付願いを発注者に提出し，身分証明書の交付を受け，現場立入りに際しては，こ

れを常に携帯し，立ち入り作業完了後すみやかに身分証明書を発注者に返却しなければならない。

４．受託者は，業務着手前に業務計画書を作成し調査職員に提出しなければならない。

５．業務計画書の作成にあたっては以下の点に留意して作成すること。

（１）業務計画書に記載する実施方針は，業務を実施するにあたり，その作業計画について具体的な方針を記

載し，業務の流れが明確に把握できるように，フローチャートで作業手順を示して，打合せ協議の時期等に

ついても明示すること。

（２）打合せ計画については，打合せ又は協議が必要である時期，さらには業務等の協議を進める上で必要と

考えられる関連部署の協議先を記載し，打合せ協議記録簿については受託者において作成し，相互に確認す

ること。

（３）計画書に記載する成果品の内容，部数については，土木部仕様書，土木部特記仕様書等に基づくものとす

るが，特記すべき成果品（資料等）を提出する場合は，調査職員に確認し記載すること。

（４）受注者は，業務計画書の重要な内容を変更する場合は，理由を明確にしたうえ，その都度調査職員に変

更業務計画書を提出しなければならない。

第３章 測量業務

１．作業中は，当事者及び第三者への障害，事故の発生を未然に防止するとともに，労働基準法及びその他関

係法令を遵守し，円滑に実施するものとする。

２．４級基準点測量，路線測量以外は，過年度の測量業務のデータを使用するものとする。

第４章 設計業務

１．作業内容は，道路詳細設計(Ｂ)（縮尺1/1000）Ｌ＝０．０５ｋｍである。

２．作業区分は，現地踏査，平面・縦断設計，横断設計，道路付帯構造物・小構造物設計，仮設構造物設計・

用排水設計，設計図，数量計算，照査，報告書作成であり，積算条件としては下記の通りである。

（１）地形による割増 平地

（２）車線数による割増 １～２車線

（３）複断面の延長 ０ｋｍ



（４）暫定計画 しない

（５）歩道等の設計 しない

（６）取付道路，付替水路，横断管渠等 いずれも設計しない

（７）道路環境関連施設の設計 しない

（８）特殊法面の設計 道路設計と一体で行わない

（９）路床入替等の処理に対する設計 含めない

（１０）施工途中の車線変更等の設計 含めない

（１１）工区ごとに成果品を分割 含まない

３．今回の道路詳細設計(Ｂ)は，簡易的な設計となるため，標準の人数を半分に減じている。

４．標準設計を基本としており，それにより難い場合は別途協議すること。

５．設計にあたり採用した理論公式等は，その引用文献を明示しておくこと。

６．特殊製品等は，経済性及び施工性から比較検討し採用するものとし，比較表を作成すること。

７．受注者は，下記に掲げる成果品を提出するものとする。

（１）報告書，数量計算書，設計計算書，設計図の原稿を１部納品すること。

（２）ガイドライン(案)などを参考にした原稿成果の電子データを１部納品すること。

第５章 打合せ

１．打合せ（対面）については，着手及び成果品の納入時のほか中間打合せを１回行い，承諾，協議，提出等

により発注者若しくは調査職員の指示，回答を得るものは必要に応じて随時行うものとする。

第６章 積算の条件について

１．積算については，【参考資料】積算入力データリストを用いて積算している。

第７章 成果品の納入時期について

１．成果品の納入時期は，業務完了報告書とともに本業務が完了したときとするが，履行期間中に成果の部分

引き渡しとして，結果及び調査の内容について求める場合もあるので，事前に調査員と十分打合せを行うもの

とする。なお，これにより難い場合は調査職員と協議により決定するものとする。

第８章 成果品の帰属と責任範囲

１．成果品の帰属はすべて発注者とする。

２．本業務の性質上完成検査後において，不備・訂正・検算等が発生した場合や工事実施における施工困難に

よる内容調整が生じた場合には，速やかに図書等の修正を行わなければならない。

また，検査等があった場合は誠意を持って対応すること。

３．上記に要する経費は受託者の負担とする。

第９章 貸与資料

１．本業務実施にあたり，発注者は受注者に各号に掲げる資料を貸与するものとするが，受注者は貸与資料の

取扱いについて十分に注意し，紛失，汚損，破損の無いように慎重に取扱うものとする。

また，貸与された資料等については業務完了後速やかに発注者へ返却しなければならない。

第１０章 暴力団等の排除について

１．この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日施行。以下「排除規則」

という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。

２．本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ，若しくは受託させては



ならない。また，この契約の下請け若しくは受託をさせた者が，排除規則の措置要件に該当すると認められる

ときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

３．この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は

妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告するこ

と。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，

同様の措置を行うよう指導すること。なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，

捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必

要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第１１章 その他

１．受託者は，業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

２．その他疑義を生じた場合，又は仕様書等に定めのない場合は調査員と協議するものとする。

３．業務等の実施にあたり，東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。



概要

設 計 者 設計検討者

氏 名 氏 名

令 和 7 年 度 件 名 令和７年度　鹿島台地域姥ケ沢地内道路測量設計業務

期　　間 令和  年  月  日 から 令和 8年 3月 23 日 まで

起　　　　工　　　　理　　　　由

４級基準点測量　　　　　Ｎ＝２点

路線測量　　　　　　　　Ｌ＝０．０５ｋｍ

道路詳細設計（Ｂ）　　　Ｌ＝０．０５ｋｍ
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